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第１章 計画の策定にあたって 
   

 

 

１－１ 計画策定の目的                             

 

清潔で快適な環境の中で、文化的な生活をすることは私たち町民の願いであり、その中の一

つに位置付けられている廃棄物対策は生活に一日たりとも欠くことのできないものです。 

現代の大量生産、大量消費、大量廃棄の社会経済活動は、私たちの生活を利便性の高いもの

とする一方で、多量のごみを排出し続けており、そのことが生活環境の悪化を招いています。 

 本町では、平成 20年２月に「庄内町ごみ処理基本計画」を策定し、前計画の評価と見直し

を行い、更なる持続可能な循環型社会 ※ の実現を図るため、「第二次庄内町ごみ処理基本計

画」を策定しています。 

 今回の中間見直しは、第２次庄内町総合計画後期基本計画の策定、及び「食品ロスの削減の

推進に関する法律」に基づく国の基本方針・県の食本ロス削減推進計画の策定等に伴う目標値

及び施策の一部改正を行うものです。 

 

※循環型社会とは、廃棄物の発生抑制、資源の循環的な利用及び適正な処分が確保されることによって、天然 

資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会のことをいいます。 

 

１－２ 計画の位置付け                             

 

本計画は、廃棄物処理法第６条第１項の規定に基づき、長期的・総合的視点に立って、一般廃

棄物の計画的なごみ処理の推進を図るため、ごみの排出抑制及びごみの発生から最終処分に至

るまでの基本的事項を定めるものです。 

 

 

１－３ 計画の期間                               

 

本計画の期間は、平成 29年度から 9年間とし、令和 7年度を目標年度としています。 

 なお、社会情勢に大きな変化や国、県における制度の大幅な変更があった場合には、随時見

直しを行うものとします。 

 

 

１－４ 広域処理                                                                

 

ごみの中間処理、最終処分については、酒田市、遊佐町、庄内町で構成する酒田地区広域行

政組合の計画に従うこととします。 
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第２章 計画（平成 28 年度～令和 2 年度）の達成状況 
 

 

酒田地区広域行政組合に搬入したごみの内、家庭系ごみとは、家庭から出された廃棄物であり「ごみ

ステーション回収」と「粗大ごみや多量ごみ等の自己搬入」したものをいいます。事業系ごみとは、事

業所等から出された廃棄物であり「許可業者搬入」と「自己搬入」したものをいいます。 

生ごみは、旧立川町全域と旧余目町一部地区を収集地区し、堆肥生産センターで堆肥原料として利用

されていましたが、堆肥生産センターの廃止により、平成 29年度からは燃やすごみとして焼却処理し

ています。 

 

２－１ 目標値と達成状況                             

１）ごみ総排出量（家庭系ごみ＋事業系ごみ＋資源回収） 

※第 2次庄内町総合計画ベンチマーク 

 

 

ごみの総量としては減少傾向にあると思われますが、令和 2年度は新型コロナウイルスの影

響による資源物の集団回収の実施が減少したため、ごみの総量も減少しています。 

なお、令和元年度の災害廃棄物（稲わら）255.41ｔは集計から除いています。 
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２）家庭系ごみ排出量 

 

 

  家庭系ごみ排出量は減少傾向にあり、目標値を達成しています。 

 

 

３）事業系ごみ排出量 

 

 

事業系ごみ排出量は増加傾向にありますが、原因はわかっていません。 
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４）資源回収量（集団回収、リサイクルステーション及びごみステーションでの回収） 

※第 2次庄内町総合計画ベンチマーク 

 

 

新型コロナウイルスの影響による資源物の集団回収の実施の減少により、資源回収量が減

少しています。令和 2年度の集団回収による資源回収量は 436.98ｔであり前年比 190.22ｔ減

少しています。 

 

 

５）リサイクル率（資源回収の他に生ごみ、ごみ処理施設で回収された資源物等を含む） 

※第 2次庄内町総合計画ベンチマーク 

 

 

生ごみを堆肥化する堆肥生産センターの廃止及び新型コロナウイルスの影響による資源物

の集団回収の減少により資源回収量の減少しリサイクル率が低下しています。 
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２－２ 実績値                                

 

 

    23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

家庭系ごみ   5,883.13  6,219.68  6,095.32  6,075.09  5,974.68  

  可燃ごみ 4,921.12  5,055.75  4,933.23  4,988.87  4,914.47  

  粗大ごみ 187.65  232.85  272.02  248.06  284.67  

  資源ごみ 293.91  292.93  291.95  280.56  272.72  

  埋立ごみ 121.17  126.11  119.39  110.83  108.64  

  ペットボトル 57.59  58.29  57.34  55.96  58.52  

  生ごみ 301.69  453.75  421.39  390.81  335.66  

事業系ごみ   1,315.18  1,172.56  1,224.21  1,259.31  1,278.70  

  可燃ごみ 1,268.85  1,123.00  1,164.03  1,201.31  1,224.51  

  粗大ごみ 31.77  34.94  46.92  46.37  43.82  

  資源ごみ 14.20  13.08  11.89  9.86  9.05  

  埋立ごみ 0.36  1.54  1.37  1.77  1.32  

  ペットボトル 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

小   計   7,198.31  7,392.24  7,319.53  7,334.40  7,253.38  

資 源 回 収   881.19  897.81  930.59  925.44  914.91  

合   計   8,079.50  8,290.05  8,250.12  8,259.84  8,168.29  

 

    28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 

家庭系ごみ   5,967.69 5,974.14 5,797.82 5,852.96 5,706.55 

  可燃ごみ 4,975.62  5,227.22 5,082.26 5,110.73 5,015.52 

  粗大ごみ 281.28 325.07 294.58 327.82 301.20 

  資源ごみ 263.45 260.73 249.42 237.54 238.08 

  埋立ごみ 108.31 106.91 112.06 116.84 86.90 

  ペットボトル 56.06 54.21 59.50 60.03 58.72 

  生ごみ 282.97 - - - - 

 水銀 - - - - 6.13 

事業系ごみ   1,300.23 1,297.85 1,352.81 1,369.49 1,371.61 
 可燃ごみ 1,224.00 1,224.39 1,264.12 1,282.75 1,299.56 

  粗大ごみ 62.50 63.99 77.09 76.77 66.46 

  資源ごみ 7.54 6.81 6.65 4.61 2.46 

  埋立ごみ 6.19 2.59 4.90 5.00 2.54 

  ペットボトル 0.00 0.07 0.05 0.36 0.44 

 水銀 - - - - 0.15 

小   計   7,267.92 7,271.99 7,150.63 7,222.45 7,078.16 

資 源 回 収   877.04 875.06 870.20 888.61 687.28 

合   計   8,144.96 8,147.05 8,020.83 8,111.06 7,765.44 

※太枠は、前年度比５％以上増加したもの 

令和 2年度災害廃棄物（稲わら）255.41ｔ除く 

（トン） 
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第３章 庄内町におけるごみ処理の現状 
 

 

３－１ ごみの処理体制について                                

 

１）家庭系ごみ（ごみステーション）※粗大ごみ除く     ■収集は業者委託 
 

区 分 旧立川 旧余目 
中間処理 

最終処分 

可燃ごみ ２ 回／週 ２ 回／週 酒田地区広域行政組合 

廃食用油 ２ 回／週 ２ 回／週 民間業者において資源化 

資源物 

（びん・缶等） 
２ 回／月 ２ 回／月 酒田地区広域行政組合 

ペットボトル １ 回／月 １ 回／月 酒田地区広域行政組合 

埋立ごみ １ 回／月 １ 回／月 酒田地区広域行政組合 

粗大ごみ 自己搬入か許可業者搬入 酒田地区広域行政組合 

水銀含有廃棄物 

（電池・蛍光灯） 
指定の日（年間３から４回） 酒田地区広域行政組合 

紙類資源 １ 回／月 － 民間業者において資源化 

※平成 31年 4月から生ごみの分別中止、令和 2年 4月から水銀廃棄物の分別開始 

 

２）事業系ごみ 

事業系ごみは、事業者自らが処理することが原則となっています。 

町内の事業所や商店から排出される事業系一般廃棄物は、許可業者による収集または自己

搬入により広域行政組合の処理施設で処理されています。 

 

 

３）資源ごみリサイクルステーション 

家庭系資源ごみの拠点回収として、古紙（新聞、雑誌、段ボール、紙パック、雑紙）、古

着古布、廃食用油、小型家電、ペットボトルキャップなどを回収しています。 
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３－２ ごみ処理の流れについて                          

                        ※酒田地区広域行政組合 令和２年度資料 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

ごみ処理の流れ 
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３－３ ごみ減量・リサイクル・適正処理の取り組みについて                                              

 

１）集団資源回収事業 

地域の団体が実施する新聞紙、雑誌、段ボール、紙パックの古紙類資源の回収事業を推進

し、これを積極的に支援しており、回収量に応じて奨励金を交付しています。 

 

２）紙類資源回収事業 

拠点回収として、資源ごみリサイクルステーションを設置しており、また、旧立川ではご

みステーションでの分別回収も実施しています。 

 

※上記数量には、古紙類以外の古着古布、廃食用油、小型家電、ペットボトルキャップなど

は含まれていません。 

 

３）環境便利帳の作成 

町民のごみ分別やごみ減量の意識高揚、その啓発を図るため、ごみ収集・処理に関する情

報を掲載した冊子を作成し、ホームページへの掲載と窓口での配付を行っています。 

 

４）ごみ収集日カレンダーの配布 

ごみの収集日と分別区分を掲載したカレンダーを作成し、各家庭に配付しています。 

 

５）ごみに関する情報の提供 

 町民のごみに関する意識の啓発を図るため、チラシの作成や町ホームページへの掲載等を行

っています。また、ラインによるごみ分別の検索や、ごみの日のお知らせを受け取ることが出

来るようにしました。 

 

６）不法投棄防止の取り組み 

県をはじめ関係団体と連携しながら、監視パトロールの実施や多発箇所に看板設置、草刈り

等の環境整備を行い、不法投棄されないよう取り組んでいます。 
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３－４ 可燃ごみ及び不燃ごみの組成について                   

※酒田地区広域行政組合 令和２年度資料 

   

   

 

 
   

紙 37.0 

布類 12.1 ビニール・合成樹

脂類 20.7 

ゴム・皮革類 1.7 

木・竹・わら類 9.9 

ちゅう芥類 10.7 

不燃物 5.4 その他 2.5 

可燃ごみ組成分類

水分 47.6 

灰分
10.9 

可燃物 41.5 

可燃ごみ３成分

金属類
16.3 

ガラス類
30.1 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
11.7 可燃物 0.2 

その他※
41.7 

不燃ごみ組成分類

※搬入された可燃ごみの水分を 

除いた状態での割合 
    

 

※搬入されたままでの状態 

※陶磁器・石・土など 
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第４章 庄内町におけるごみ処理の課題 
 

 

１）家庭系ごみの減量について 

 ごみ量に占める「可燃ごみ」の割合が、家庭系、事業系ごみともに非常に高い状況となって

います。このことから、可燃ごみ減量の取り組みが課題でしたが、堆肥生産センターの廃止に

より堆肥化でリサイクルしていた生ごみも可燃ごみとなり、さらに増加しています。 

酒田地区広域行政組合資料の可燃ごみ３成分にあるとおり、可燃ごみの約 50％は、生ごみ等

の水分で占められています。効果的なごみ減量のためには「生ごみの水きり」徹底を一層図る

ことや「生ごみのたい肥化」によりごみに混ぜない、また食べられるのに廃棄している食材等

の「食品ロス」※ の削減が必要となります。 

他に「粗大ごみ」が増加していることから、ごみの排出抑制の取り組みも必要となります。 

 

※食品ロスとは、可食部であるにもかかわらず捨てられてしまう食品のことで、「直接廃棄」、「過剰除

去」「食べ残し」のことをいいます。 

 

 
 

 

 

可燃ごみ
83.4%

粗大ごみ 4.7%

資源ごみ 4.4%

埋立ごみ 1.8%

ペットボトル 0.9%
生ごみ 4.7%

可燃ごみ
87.9%

粗大ごみ 5.3%

資源ごみ 4.2%

埋立ごみ 1.5%
ペットボトル 1.0% 水銀廃棄物

0.1%

家庭系ごみ量の構成割合 

平成 28 年度 

可燃ごみ 39.9トン増加 

生ごみ 282.97トン減少 

資源ごみ 25.37トン減少 

5,967.69 ﾄﾝ 

5,706.55 ﾄﾝ 

令和 2 年度 
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２）ごみの分別について 

 ごみの中には、紙類をはじめ資源としてリサイクルできるものが多量に混在しています。

このことから、ごみの減量と併せて「ごみの分別」徹底の取り組みが課題となります。 

資源の有効活用やごみ処理施設の負荷軽減の観点からも重要な取り組みとなります。 

 

３）事業系ごみの減量について 

  事業所等から排出されるごみの内、特に「可燃ごみ」が増加していることから、主な原因

を調査し、ごみの排出抑制の取り組みが必要となります。 

 

４）ごみ処理費用の受益者負担について 

ごみの排出量に応じた負担の公平化及び町民のごみ減量意識を高め、一般廃棄物処理事業

を循環型社会に向けて転換していくための施策手段として、ごみ処理費用の受益者負担につ

いて検討する必要があります。

可燃ごみ
94.1%

粗大ごみ 4.8%

資源ごみ 0.6%埋立ごみ 0.5% ペットボトル 0.0%

可燃ごみ
94.7%

粗大ごみ 4.8%

資源ごみ 0.2%
埋立ごみ 0.2% ペットボトル 0.0%

水銀廃棄物
0.0%

令和２年度 

事業系ごみ量の構成割合 

可燃ごみ 75.56トン増加 

1,300.23 ﾄﾝ 

平成 28 年度 

1,371.61 ﾄﾝ 



12  

第５章 基本計画の目標 
 

 

５－１ 基本目標                                

本計画は、庄内町の廃棄物に関する基本的な方向を示すものです。 

廃棄物については、できる限り廃棄物の排出を抑制し、次に、廃棄物となったものについて

は不法投棄・不適正処理の防止その他の環境への負荷の低減に配慮しつつ、再使用、再生利

用、熱回収の順にできる限り循環的な利用を行い、こうした排出抑制及び適正な循環的利用を

徹底した上で、なお適正な循環的利用が行われないものについては、適正な処分を確保するこ

とが基本であります。 

町民一人ひとりが「もったいない」という考え方のもと、町民、事業者及び行政それぞれが

自主的に、ごみを減らし（リデュース：Ｒｅｄｕｃｅ）、使えるものは繰り返し使い（リユー

ス：Ｒｅｕｓｅ）、ごみになったら再び資源として利用（リサイクル：Ｒｅｃｙｃｌｅ）する

という「３Ｒ」の取り組みを推進し、環境にやさしいまちを目指します。 

 

～みんなで進める３Ｒ～ 

 

５－２ 基本方針                                

 

ごみの減量化・資源化に努め、循環型社会の形成を目指すとともに、廃棄物が適正に処理さ

れる体制整備により衛生環境の保全を図ります。 

 

▸ 基本方針 Ⅰ 

町民一人ひとりがごみに関心を持ち、理解を深めます。  

 

1. ごみに関する情報を広報等で提供して、環境意識の啓発に努めます。 

 

▸ 基本方針 Ⅱ 

ごみを減量し、資源にします。 

 

2. ごみ発生抑制、再利用、分別の徹底、資源物リサイクルに努めます。 

 

▸ 基本方針 Ⅲ 

ごみは適正に処理します。 

 

3. ごみの収集、運搬、処分については、関係法令を遵守します。 
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５－３ 人口・ごみ排出量の推計                         

 

   
 

第２次庄内町総合計画による人口の目標値     前計画の減少率を参考に推計 

※減少率が大きい 19年度～20年度は除く 

５－４ 計画の目標値                                

 

平成 27 年度のごみ排出量を基準とし、令和 7 年度を目標年次とする次の数値目標を設定します。 

 

 

 

１）ごみ総排出量（家庭系ごみ＋事業系ごみ＋資源回収） 

※第２次庄内町総合計画ベンチマーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）家庭系ごみ排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,666

19,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

8,168
7,850

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

H27 年 R7 年 

（人） 

〔人口の推計〕 

総排出量の実績値は減少しましたが新

型コロナウイルス感染拡大の影響からで

あるため、目標値の変更は行わず、引き

続きごみの発生抑制、ごみ分別の徹底、

資源物のリサイクル推進に努めます。 

なお、目標値をごみ排出量の推計より

多く設定していますが、人口減に対して

世帯数減がなく、ごみ総量が減少しづら

い傾向にあるためです。 

家庭系ごみの実績値は減少しました

が、目標値の変更は行わず、引き続き、

「生ごみの水きりの徹底」「食品ロスの

減量」「古紙類分別」等にも取り組む必

要があります。 

H27 年度 R7 年度 

（トン） 

〔ごみ総排出量の推計〕 

4％の減量 

（ｔ） 

平成 27年度 

計画策定時 

令和 2年度 

実績値 

令和 7年度 

目標値 

8,168 7,765.42 8,000 

 

（ｔ） 

平成 27年度 

計画策定時 

令和 2年度 

実績値 

令和 7年度 

目標値 

5,974 5,706.55 5,850 

 

※第２次庄内町総合計画ベンチマーク 

第２次庄内町総合計画後期基本計画で

設定されている基本指標 
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３）事業系ごみ排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）資源回収量 

※第２次庄内町総合計画ベンチマーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）リサイクル率 

※第２次庄内町総合計画ベンチマーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業系ごみは引き続き、増加傾向で推

移しています。 

目標値の変更は行わず、減量に向けて

増加原因を調査し、ごみ減量に取り組む

必要があります。 

資源回収量の内、大きく占める新聞や

雑誌は、ペーパーレス化が進んだことや

人口減少、経済状況等により全体数自体

が減少していると推測され、増加を見込

むことは厳しい状況であり、概ね現状維

持を目標とましたが、令和 2年度は新型

コロナウイルス感染拡大の影響から集団

回収の収集量が減少し目標値を下回って

います。 

それ以外の年度は、目標値に近い実績

であることから、目標値は変更せず、資

源回収の推進に努めます。 

生ごみを堆肥化する堆肥生産センタ

ーの廃止により、生ごみがリサイクル

されなくなったため、目標値を下回っ

ています。 

生ごみをリサイクルできない状況で

目標の達成は見込めないため、生ごみ

リサイクル相当分の－５％の目標値の

修正を行います。 

（ｔ） 

平成 27年度 

計画策定時 

令和 2年度 

実績値 

令和 7年度 

目標値 

1,279 1,371.61 1,250 

 

                 （ｔ） 

平成 27年度 

計画策定時 

令和 2年度 

実績値 

令和 7年度 

目標値 

915 687.28 900 

 

                 （％） 

平成 27年度 

計画策定時 

令和 2年度 

実績値 

令和 7年度 

目標値 

22.0 15.77 

23.0 

↓ 

18.0 
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第６章 計画推進に向けた施策 
 

 

基本方針Ⅰ 町民一人ひとりがごみに関心を持ち、理解を深めます。 

 

気付き！（学び・知る） 

1. ごみに関する情報を広報等で提供して、環境意識の啓発に努めます。 

（１）町広報、ホームページで、ごみ情報を掲載します。 

（２）環境便利帳やごみ収集日カレンダーを配布します。 

（３）食品ロスの発生実態・削減方法の紹介。 

2. 子どものチカラで、家庭運動となるよう啓発に努めます。 

（１）食に対する「もったいない」の浸透（学校給食の食べ残し減量）。 

（２）小・中学校、幼稚園での廃品回収を通した社会貢献活動。 

3. 環境について、学びやすい場を企画、提供します。 

（１）県をはじめ各種団体のごみ啓発事業の紹介。 

（２）酒田地区広域行政組合施設や資源ごみリサイクルステーションの見学。 

 

基本方針Ⅱ ごみを減量し、資源にします。 

 

自ら実行！ 

1. ごみの減量化に努めます。 

（１）生ごみの水切りを徹底します。 

（２）モノの再利用を促進します。 

2. 食品ロスの削減に努めます。 

食材は「買い過ぎず」「使い切る」「食べ切る」を心がけます。 

3. ごみ分別の徹底、資源物リサイクルに努めます。 

（１）団体の資源回収事業を支援します。 

（２）資源ごみリサイクルステーションの利用を促進します。 

（３）食品トレイ等のスーパーマーケット等での店頭回収を促進します。 

4. 事業系ごみの減量に向けて検討します。 

5. 生ごみの収集・活用について検討します。 

 

基本方針Ⅲ ごみは適正に処理します。 

 

適正管理、監視！ 

1. ごみの収集、運搬、処分については、関係法令を遵守します。 

2. 水銀使用廃製品（蛍光灯、乾電池等）の分別収集に取り組みます。 

3. ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）は、適切な廃棄物処分を行います。 

4. 不法投棄・野焼きを防止するため、関係団体と一体となった活動を展開します。 

5. ごみ処理費用の受益者負担について検討します。 
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第７章 町民・事業者・行政の役割分担 
 

 

ごみの排出抑制は最優先に検討されるべき事項であり、循環的利用を促進するためには、町

民・事業者・行政が適切な役割分担の下でそれぞれが積極的な取り組みを図ることが重要で

す。 

 

 

▸ 市町村の役割 

 環境教育、普及啓発の充実（Ⅰ） 

 廃棄物の排出抑制の啓発（Ⅰ） 

 食品ロスの排出抑制の啓発及び対策の検討（Ⅰ.Ⅱ） 

 食品ロス削減推進計画策定の検討（Ⅰ.Ⅱ） 

 フードバンク・フードドライブ※活動への支援の検討（Ⅰ.Ⅱ） 

 多量の一般廃棄物排出事業者に対する減量化指導の徹底（Ⅱ） 

 リユースびん等のリユース製品の利用推進（Ⅱ） 

 ごみ分別の指導（Ⅱ） 

 生ごみのたい肥化の推進（Ⅱ） 

 不法投棄や違法な野焼きは関係機関と連携・協力して指導（Ⅲ） 

 ごみ処理費用の受益者負担の検討（Ⅲ） 

 ごみ処理施設、ごみ処理体制の整備（Ⅱ.Ⅲ） 

 

▸ 町民の役割 

 環境を学ぶ場への参加（Ⅰ） 

 廃棄物の排出抑制（Ⅱ） 

 食品ロスの排出抑制（Ⅰ.Ⅱ） 

 リユース製品の利用（Ⅱ） 

 店舗における店頭回収の活用（Ⅱ） 

 集団資源回収事業等の活用（Ⅱ） 

 ごみ分別の徹底（Ⅱ） 

 不法投棄や違法な野焼きは行わない（Ⅲ） 

 

 

▸ 事業者の役割 

 環境を学ぶ場への参加（Ⅰ） 

（ ）カッコ内数字は基本方針に対応 

I ：  基本方針Ⅰ  Ⅱ ：  基本方針Ⅱ  Ⅲ ：  基本方針Ⅲ  

 

※フードドライブ 

家庭で余っている食べ物を持ち寄り集めて、地域の福

祉団体や、フードバンク等へ寄付すること。 

フードバンク 

まだ十分食べられるのに余っている食品を寄贈しても

らい、食べ物を必要としている人のもとへ届ける活動お

よび団体。 
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 廃棄物の排出抑制（Ⅱ） 

 食品ロスの排出抑制（Ⅰ.Ⅱ） 

 リユース容器の利用・回収の促進（Ⅱ） 

 ごみ分別の徹底（Ⅱ） 

 不法投棄や違法な野焼きは行わない（Ⅲ） 

 

 

第８章 計画の進行管理 
 

 

各取り組みの進捗状況及び計画目標に対する達成状況について、毎年度環境保全協議会で把

握、確認することにより、適切な進行管理を行い、町民、事業者及び行政の協働による計画の

着実な推進を図ります。 

 

 

ＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

計画（ＰＬＡＮ） 

 

 

実施・運用（ＤＯ） 

 

 

点検・評価（ＣＨＥＣＫ） 

 

 

見直し（ＡＣＴＩＯＮ） 
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第９章 持続可能な開発目標（SDGｓ）実現への貢献 
 

 本計画を推進していくことで、ＳＤＧｓ実現に貢献していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 SDGsのゴール 

Ⅰ.町民一人ひとりがごみに関心を持ち、理解を深めま

す。  

 

Ⅱ.ごみを減量し、資源にします。  

Ⅲ. ごみは適正に処理します。  

SDGｓ（エスディジーズ）とは 

 SDGｓとは持続可能な開発目標のことで、平成 27（2015）年 9 月の国連サミットに

おいて、持続可能な開発のため 2030 アジェンダとして採択さいたくされたもので、

誰一人取り残されないとの誓いの下、貧困や格差をなくし、気候変動が緩和された持

続可能な世界の実現に向けて、2030 年を期限とする 17 のゴール（意欲目標）、169

のターゲット（達成目標）と 232 のインディケーター（指標）の 3 層構造で構成され

ています。 

 廃棄物においても各施設と国際的な目標が関連しています。 



  

 

第二次庄内町ごみ処理基本計画 

中間見直し版 

庄内町環境防災課環境係 

TEL 0234-43-0248 


